
令和５年度 ４０代研修、５０代研修 受講免除について 
 

  福井県教育総合研究所 

 

１ 受講免除対象者 

＜40代研修＞ 

受講対象者のうち、年齢が満 33歳になる年度以降に以下の〔免除対象〕①～⑥のいず

れかに該当し、受講免除を希望する教諭、養護教諭、栄養教諭 

＜50代研修＞ 

受講対象者のうち、年齢が満 43歳になる年度以降に以下の〔免除対象〕①～⑥のいず

れかに該当し、受講免除を希望する教諭、養護教諭、栄養教諭 

※ ただし、授業名人や指導主事等により更新講習の免除対象者として旧中堅教諭等資質

向上研修Ⅱを受講せずに４０代の免許状更新をした者は、５０代研修受講免除対象と

はならない。 

〔免除対象〕  ① 文部科学大臣表彰・ふくい優秀教職員表彰を受けた者 

② 授業名人 

③ 独立行政法人教職員支援機構（NITS）が主催する中央研修修了者 

（今年度派遣予定も含む） 

④ 福井大学連合教職大学院 

ミドルリーダー養成コース修了者（受講中・受講決定も含む） 

学校改革マネジメントコース修了者（受講中・受講決定も含む） 

⑤ 県マネジメント研修修了者（受講決定も含む） 

⑥ 教育委員会、その他出先機関等の職員として勤務経験のある者 

 

２ 受講免除申請 

受講免除対象者で免除を希望する場合は、別添「様式１ 受講免除申請書」に上記〔免除

対象〕の該当する番号と詳細を明記し、提出すること。申請がない場合は、受講予定とみな

す。 

 

３ 受講免除申請書の提出 

（１）提出期限  市町教委、所管機関への締切：令和５年５月１５日（月） 

         教育総合研究所への締切：令和５年５月１９日（金） 

 

（２）提出方法  「（３）提出経路」に従い、メールにて提出する。 

件名およびファイル名：【学校名】受講免除申請書 

ファイル形式：ＰＤＦ 

教育総合研究所メールアドレス：chuken@fec.fukui-c.ed.jp 

 

（３）提出方法 

○市町小･中学校  

 

 

 

 

 

○県立学校、国立学校 

 

 

 

５ その他 

・中堅教諭等資質向上研修については、受講免除を設けない。 

対 象 者 校 長 市町教育委員会等 教育総合研究所 

嶺南教育事務所・南越地教委連絡協議会 

対 象 者 校 長 教育総合研究所 


